
第７回 委員会

資料－１

第７回城原川流域委員会

議 事 次 第

日時：平成16年5月27日（木）午後1時半～午後5時

場所：ルネッサンスホテル創世（佐賀市）

１ 開 会

２ 委員長挨拶

３ 議 事

（１）水利用の現状と課題

①佐賀平野の水利用 【資料－２】

②城原川の水利用 【資料－３】

（２）住民意見の反映方法 【資料－４】

（３）次回委員会 【資料－５】

４ 閉 会
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城原川流域委員会の設立趣旨

平成9年の河川法改正に伴い、河川管理者は、長

期的な河川整備の基本となるべき方針を示す｢河川

整備基本方針｣を定めることとなり、筑後川水系に

おいては、平成１５年１０月２日に河川整備基本方

針が策定されました。

また、基本方針に沿って今後20～30年間の具体的

な河川整備の目標や内容を示す｢河川整備計画｣を定

めることとなり、筑後川水系流域委員会準備会議が

設立されています。

この委員会は、筑後川水系流域委員会の分科会と

して、河川整備計画（案）の策定にあたり、河川法

第１６条の２第３項に規定する趣旨にもとづき城原

川流域を対象として学識経験者としての意見を述べ

るとともに、関係住民の意見の反映方法について意

見を述べることを目的とするものです。
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城原川流域委員会規約

（趣旨）

第１条 この規約は、｢城原川流域委員会｣（以下｢委員会｣という）の設置につ

いて必要事項を定めるものである。

（目的）

第２条 この委員会は、河川整備計画（案）の策定にあたり、河川法第１６条

の２第３項に規定する趣旨にもとづき城原川流域を対象として学識経

験者としての意見を述べるとともに、関係住民の意見の反映方法につ

いて意見を述べることを目的とする。

（組織等）

第３条 国土交通省九州地方整備局長（以下｢整備局長｣という）と佐賀県知事

（以下「知事」という）が設置、運営する。

２．委員会の委員（別表1）は、整備局長と知事が委嘱する。

３．委員の任期は１年とし、再任を妨げないものとする。

（委員会）

第４条 委員会は、必要に応じて委員以外のものを委員会へ参加させ参考意見

を聴くことができる。

（委員会の成立）

第５条 委員会は、委員の三分の二以上の出席をもって成立する。

２．委員の代理出席は原則として認めない。

（委員長、副委員長）

第６条 委員会には委員長を置く。

２．委員長は、委員の互選においてこれを定める。

３．委員長は、委員会の会務を総括し、委員会を代表する。

４．委員長は、あらかじめ副委員長を指名する。

５．委員長が事故等の理由により出席できない場合には、副委員長がその

職務を代行する。
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（意見）

第７条 委員会は、審議した内容について河川管理者である整備局長と知事に

対し意見を述べる。

（情報公開）

第８条 委員会の公開方法については、委員会において定める。

（事務局）

第９条 委員会の事務局は、国土交通省筑後川河川事務所と佐賀県県土づくり

本部河川砂防課に置く。

（規約の改正）

第10条 本規約の改正は、全委員総数の三分の二以上の同意を得て、これを行

うものとする。

（雑則）

第11条 本規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員

会においてこれを定める。

付則

（施行期日）

この規約は、平成１５年１１月１３日から施行する。

付 則 〔平成１６年４月２８日改正〕

この規約は、平成１６年４月２８日から施行する。
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【別表－１】城原川流域委員会 委員名簿

氏名 所属等

荒牧 軍治 佐賀大学理工学部教授
あらまき ぐ ん じ

飯盛 和代 佐賀短期大学教授
いさがい か ず よ

井上 英幸 佐賀植物友の会会長
いのうえ ひでゆき

蒲地 弘明 佐賀県土地改良事業団体連合会専務理事
か も ち ひろあき

桑子 敏雄 東京工業大学大学院社会理工学研究科教授
く わ こ と し お

古賀 憲一 佐賀大学理工学部教授
こ が けんいち

小宮 睦之 元 佐賀県立博物館副館長
こ み や むつゆき

坂本 美須子 佐賀女子短期大学人間生活学科教授
さかもと み す こ

佐藤 悦子 千代田町推薦委員
さ と う え つ こ

佐藤 正治 脊振村推薦委員
さ と う まさはる

実松 英治 公募委員
さねまつ ひではる

七戸 克彦 九州大学大学院法学研究院教授
しちのへ かつひこ

白武 義治 神埼町推薦委員
しらたけ よしはる

竹下 泰彦 公募委員
たけした やすひこ

藤永 正弘 公募委員
ふじなが まさひろ

益田 学 公募委員
ま す だ まなぶ

松﨑 治朗 佐賀県有明海漁業協同組合連合会専務理事
まつざき じ ろ う

宮地 米蔵 元 久留米大学法学部教授
み や ち よねぞう

【50音順 敬称略】



佐賀平野の水利用

第７回 委員会
資料－２
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Ⅰ 佐賀平野の水利用の変化

（１）佐賀平野の水利用の変化（総括）

（２）供 給

①農業用水（高度経済成長時代以前）

② 〃 （ 〃 以降）

③水道用水（ 〃 以前）

④ 〃 （ 〃 以降）

（３）需 要

①用途別水需要の見通し

②佐賀東部水道企業団の水需要予測

③佐賀東部工業用水の水需要予測

④佐賀平野における新たな水需要（地域環境用水）
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Ⅱ 佐賀平野の水利用の課題

（１）現状での課題

（２）城原川、嘉瀬川の現状

①城原川における水利用の計画と実態

②嘉瀬川における水利用の計画と実態

（３）今後の課題

①少雨化対策（利水安全度の低下）

②Ｈ６渇水等、異常渇水対策
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•経済活動旺盛、都市化の進展
•農業用水中心の利用
•地盤沈下、環境悪化といった社会問題
•広域利水事業の展開

〔・利水安全度は均一化〕

•経済活動旺盛、都市化の進展
•農業用水中心の利用
•地盤沈下、環境悪化といった社会問題
•広域利水事業の展開

〔・利水安全度は均一化〕

（高度成長期）

（１）佐賀平野の水利用の変化（総括）（１）佐賀平野の水利用の変化（総括）

•経済活動は低調
•農業用水中心の利用
•流域毎に工夫した水利用（慣行）

〔・利水安全度は東高西低〕

•経済活動は低調
•農業用水中心の利用
•流域毎に工夫した水利用（慣行）

〔・利水安全度は東高西低〕

（昭和初期）

•経済活動の安定、環境意識の高揚
•環境需要が台頭
•水需給の点検と水利用の再編

•経済活動の安定、環境意識の高揚
•環境需要が台頭
•水需給の点検と水利用の再編

（安定成長期）

微増
（人口等の自然増）

増大
（経済活動・都市化等）

横ばい
多様化

・総合化
・水管理システムの確立

（広域利水事業等の点検と
水利用の再編）

（課題） （課題）

不安定 広域化・安定化 総 合 化

需

要

供

給

○農業用水
・ため池
・域内河川（下流域はアオ取水）
・クリーク
○上 水
・地下水等

ため池、域内河川、クリーク、水路
＋

・水資源開発施設
（北山ダム、嘉瀬川ダム等）

・広域利水事業
筑後川下流土地改良事業
（下流用水事業）
佐賀導水事業



5有明海

六角川

嘉
瀬
川

城
原
川

淡水、河川水＋淡水

河川水

ため池、ため池＋河川水

地下水

（凡 例）

（２）供給
①農業用水（高度経済成長時代以前）

（２）供給
①農業用水（高度経済成長時代以前）

地下水

ため池 河川水

河川水

ため池＋河川水

淡 水

淡 水

筑後川

ため池＋河川水

ため池＋河川水



城
原
川 筑

後

川

嘉
瀬
川

長崎自動車道

ＪＲ
長

崎
本

線

国
道

３４
号

線

佐賀東部山麓のため池群

● ・ ・ ・ ため池

日の尺池

野田池

横
落

水
路

三千石堰

大井手堰

反復利用

限られた水源を有効利用する工夫がなされてきました。
（ため池・水路）

上流からの水を貯留するために山麓部に多くのため池群が存在します。
このため池は水路によって、佐賀平野に水を導いています。

佐賀平野の利水形態②佐賀平野の利水形態②
１－３２
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筑後大堰

北山ダム

川上頭首工

嘉瀬川大堰

有明海

城
原
川

嘉
瀬
川 筑後川

六角川

筑後川かんがい区域

嘉瀬川かんがい区域

嘉瀬川ダムかんがい区域
有明海

佐賀市

筑後川下流用水

嘉瀬川ダム嘉瀬川ダム

（２）供給
②農業用水（高度経済成長時代以降）

（２）供給
②農業用水（高度経済成長時代以降）



8有明海

六角川

嘉
瀬
川

城
原
川

淡水、河川水＋淡水

河川水

ため池、ため池＋河川水

地下水、湧水等

（凡 例）

（２）供給
③水道用水（高度経済成長時代以前）

（２）供給
③水道用水（高度経済成長時代以前）

地下水、湧水等

ため池

筑後川

地下水、湧水等

地下水、湧水等
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筑後大堰筑後大堰

北山ダム

筑後川

有明海

嘉瀬川ダム嘉瀬川ダム

六角川

嘉
瀬
川

佐賀西部広域水道

城
原
川

佐賀東部水道

佐賀導水路佐賀導水路

川上頭首工

（２）供給
④水道用水（高度経済成長時代以降）

（２）供給
④水道用水（高度経済成長時代以降）

佐賀市

嘉瀬川大堰

多
布
施
川
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生活用水の需給見通し（佐賀地域）

0

100

200

300

400

H10 H17 H22 （年度）

（
千
ｍ
3
/
日
）

0

100

200

300

400

供給可能水量 日最大需要量の取水量

農業用水の需給見通し（佐賀地域）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H10 H17 H22（年度）

（
千
ｍ
3
/
日
）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

供給可能水量 日平均取水量(かんがい期)

佐賀地域

４市２４町３村

工業用水の需給見通し（県内全域）

0

100

200

300

400

H10 H17 H22 （年度）

（
千
ｍ
3
/日
）

0

100

200

300

400

供給可能水量 補給水量の取水量

（３）需要
①用途別水需要の見通し

（３）需要
①用途別水需要の見通し

（出典：佐賀県総合計画（平成12年12月））
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（３）需要
②佐賀東部水道企業団（1市11町1村）の水需要予測
（３）需要
②佐賀東部水道企業団（1市11町1村）の水需要予測

75,800

102,000

101,800 101,800

0

50,000

100,000

H13 H27

佐賀東部水道企業団（需要量） 佐賀東部水道企業団（供給能力）
（単位：m3/日）

主に人口増による需要は増加するが、供給は現時点で将来需要に対応できる能力を
有している。（水源：江川・寺内ダム、筑後大堰）

（出典：水資源開発基本計画関連資料）
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（３）需要
③佐賀東部工業用水の水需要予測

（３）需要
③佐賀東部工業用水の水需要予測

59,700

108,000

108,000 108,000

0

50,000

100,000

H13 H27

佐賀東部工業用水（需要量） 佐賀東部工業用水（供給量）

（単位：m3/日）

今後、地下水転換等による需要は増加するが、現時点で対応できる供給能力を有し
ている。（佐賀東部工業用水：水源（宝満川））

（出典：水資源開発基本計画関連資料）
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筑後大堰

北山ダム

川上頭首工

嘉瀬川大堰

有明海

城
原
川

嘉
瀬
川

八
田
江
川

筑後川

六角川

千代田町千代田町

川副町川副町

佐賀市

佐賀市南部佐賀市南部

景観、水質（水路に水が流れない）

水質（ノリの洗浄水による水質
悪化）

幹線水路と集落内水路の不連続に
よる水量減

（３）需要
④佐賀平野における新たな水需要（地域環境用水）

（３）需要
④佐賀平野における新たな水需要（地域環境用水）
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Ⅱ 佐賀平野の水利用の課題Ⅱ 佐賀平野の水利用の課題

（１）現状での課題

① 城原川周辺地域におけるかんがい用水と地域環境用水の取水形態
（計画と実態の乖離により他の利水への影響）

（計画） 合口堰により、かんがい用水を必要量に限定して取水

（地域環境用水が位置付けされていない）

（実態） 城原川から可能な限り、かんがい用水と地域環境用水を取水

② 地域環境用水（城原川周辺地域、佐賀市街地等）の水源確保
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（２）城原川・嘉瀬川の現状
①城原川における水利用の計画と実態（その１）

（２）城原川・嘉瀬川の現状
①城原川における水利用の計画と実態（その１）

実 態

三千石堰

お茶屋堰

佐賀導水路

筑後川下流用水

（城原川）（城原川）

筑筑
後後

川川

筑後大堰

●日出来橋

計 画

城原川合口（草堰等）

お茶屋堰

佐賀導水路

●日出来橋

筑後川下流用水

（城原川）（城原川）

筑筑
後後

川川

筑後大堰

草堰

草堰



16

城原川における水利用の計画と実態（その２）城原川における水利用の計画と実態（その２）

0

20,000

40,000

60,000

80,000

河川流下量
4,870万トン

河川流下量
1,550万トン

かんがい用水
2,410万トン

計 画
（Ｓ３５）

（単位：万トン）

嘉瀬川への導水量
1,740万トン

嘉瀬川への導水量
770万トン

かんがい用水
2,410万トン
＋

地域環境用水
4,290万トン

河川維持流量
日出来橋地点0.5m3/sは安定確保
お茶屋堰地点0.5m3/s安定流下

自流総量 9,020万トン 9,020万トン

河川維持流量
お茶屋堰地点0.1m3/sのみ流下

8,000

6,000

4,000

2,000

現状での水利用（実態）
（S35流況での推算）

年総量

各堰からの取水
概ね6,700万トン
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城原川における水利用の計画と実態（その３）城原川における水利用の計画と実態（その３）

城原川の取水実態が変わらない場合

●河道（汽水域を含む）の生態系への影響

●嘉瀬川水系の水利用への影響（日常生活、経済活動への影響）

① 城原川の維持流量が確保されない状態が続く

② 佐賀導水の事業効果が減少（嘉瀬川への導水量の減少）
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②嘉瀬川における水利用の計画と実態（その１）②嘉瀬川における水利用の計画と実態（その１）

佐賀市水道

佐賀市街地

佐賀西部水道

池森橋 ●

佐賀導水路

嘉瀬川
土地改良事業川上頭首工

（嘉瀬川）（嘉瀬川）

多
布
施
川

有明海

計 画

佐賀市水道

佐賀市街地

佐賀西部水道

池森橋 ●

佐賀導水路

嘉瀬川
土地改良事業川上頭首工

（嘉瀬川）（嘉瀬川）

多
布
施
川

有明海

実 態

石井樋石井樋
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嘉瀬川における水利用の計画と実態（その２）嘉瀬川における水利用の計画と実態（その２）

0

100,000

200,000

300,000

400,000

河川流下量
1億450万トン

多布施川維持流量等
（石井樋）
6,930万トン

かんがい用水
（川上頭首工）
1億4,790万トン

上・工水 620万トン

かんがい用水（白石地区）
3,240万トン

河川流下量
1億4,170万トン

都市用水2,050万トン

川上頭首工
からの取水
2億7,380万トン

かんがい用水

1億4,790万トン

多布施川維持流量等

1億2,590万トン

（推算値）

現状での水利用（実態）
（S35流況での推算）

嘉瀬川ダム、佐賀導水
後の水利用計画（S35）

（単位：万トン）

（新規利水の確保）

（維持流量の確保）

導水量
60万トン

導水量
1,210万トン

導水量
800万トン

導
水
量
計
2
,0
7
0
万
ト
ン

うち池森橋地点河川
維持流量2.5m3/sを下
回る日は年約60%

自流 3億7,830万トン

自流＋計画 4億1,800万トン

40,000

30,000

20,000

10,000

池森橋地点2.5m3/sを
安定的に確保

年総量
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嘉瀬川における水利用の計画と実態（その３）嘉瀬川における水利用の計画と実態（その３）

嘉瀬川水系の水利用の計画と実態の調整がなされない場合

●日常生活への影響

●経済活動への影響

●河道（汽水域を含む）の生態系への影響

① 現在の利水計画では、佐賀市街地及び周辺への水の確保が困難

② これまでどおり佐賀市街地及び周辺への水を確保すると、嘉瀬川に
関係する安全度が低下

③ 嘉瀬川の維持流量の確保が困難となる可能性
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1
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年　→

↑

年

総

流

出

量

(百万ｍ3)

昭和35年

378百万ｍ3

昭和４０年代以降から渇水が頻発し、嘉瀬川では、計画で１０年に１回の想定であっ
たものが、近年では４年に１回渇水が起こる評価となっている。

川上地点における流出量経年変化

（２）今後の課題
①少雨化対策（利水安全度の低下）

（２）今後の課題
①少雨化対策（利水安全度の低下）
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平成６年（１９９４年）の渇水では水不足が約１年間継続し、社会経済に数々の影
響を与えた。

水稲被害

茶の葉被害

北山ダムの枯渇

②平成６年渇水等異常渇水対策②平成６年渇水等異常渇水対策
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3,073.7

3,661.9

3,039.5

8,468.9

4,036.8

9,575.9

3,844.4 3,699.3

776.6

201.8
628.5

2,345.1

298.3

1,657.1

58.3 176.0

25.3%

5.5%

20.7%

27.7%

7.4%

17.3%

1.5%

4.8%

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

伊万里 東松浦 藤津 杵島 小城 佐賀 神埼 三養基

面
積
（
ｈ
ａ
）

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

被
害
率
（
％
）

作付面積 被害面積 被害率

平成6年渇水時の農作物等被害（水稲）（地区別）平成6年渇水時の農作物等被害（水稲）（地区別）

（出典：佐賀県農林水産商工本部農産課資料）

神埼、千代田、三田川
東脊振村、脊振村、三瀬村
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西佐賀水道企業団

佐賀東部水道企業団

平成6年渇水影響（佐賀東部水道・西佐賀水道・佐賀西部水道）平成6年渇水影響（佐賀東部水道・西佐賀水道・佐賀西部水道）

久保田町、三日月町、牛津町、
芦刈町、福富町

神埼町、三田川町、三根町、中
原町、東脊振村、上峰町、北茂
安町、川副町、東与賀町、諸富
町、千代田町、基山町

≪給水制限状況≫

北山ダム

筑後大堰筑後大堰

筑後川

佐賀市

有明海

嘉
瀬
川 城

原
川

佐賀導水路佐賀導水路

佐賀西部広域水道企業団エリア

武雄市、小城町、北方町、大町
町、江北町、白石町、有明町、
塩田町、多久市

306

66

27
0

272

14

0

50

100

150

200

250

300

350

減圧日数 断水日数

佐賀西部広域水道企業団

西佐賀水道企業団

佐賀東部水道企業団 7/15－5/31 306日

8/10－5/31 272日

8/24～9/19 27日

減圧期間

－西佐賀水道

7/18～9/20 65日（多久、江北、北方、大町）

4/22 1日（小城）

佐賀西部水道

8/26～9/15 14日佐賀東部水道

断水期間

（単位：日）

※白石町、有明町、塩田町は地下水汲み上げにて対応

六角川

（出典：平成6年渇水の記録 九州地方建設局）
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近年の渇水調整（佐賀東部水道企業団）近年の渇水調整（佐賀東部水道企業団）

近年の渇水調整（Ｓ６０．２から一部通水開始）

なし

取水制限（20～22%）（131日）

自主的取水制限（82日）

減圧給水（154日）

H14.9.30～H15.4.30

（213日間）

Ｈ１４渇水

なし自主的取水制限
H11.2.25～H11.6.25

（122日間）

Ｈ１１冬季渇水

なし自主的取水制限
H7.12.22～H8.4.30

（129日間）

Ｈ７冬季渇水

約9万人

12時間断水（14日）

取水制限（15～40%）（309日）

減圧給水（280日）

H6.7.7～H7.5.31

（329日間）

Ｈ６渇水（列島渇水）

影響対応渇水調整の期間

〔Ｈ１４渇水対応策〕
•鳥栖市貯留水の活用
•三企業団の総合運用
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城原川の水利用について

平成１６年５月２７日

事 務 局



城原川に依存する受益区域（かんがい用水）

・城原川自流
・ため池

・城原川自流
・クリーク
・アオ（筑後川下流用水）

・クリーク
・アオ（筑後川下流用水）

城
原
川
↓

筑
後
川↓

城原川受益地
Ａ＝2,796ha

千
代
田
線

大
詫
間
幹
線
水
路

諸
富
線

仁比山地点

水源計画

佐賀東部導水路

（ ※城原川の受益区域外 ）

※

１
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城原川自然流量（仁比山地点）

かんがい用水必要量（城原川全体）

基準年（昭和３５年）における城原川の水利用計画城原川の水利用計画図（昭和３５年）

かんがい期は、平均毎秒２．０トン
程度の取水を計画

非かんがい期は、平均毎秒
０．２トン程度の取水を計画

２

（トン／毎秒）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月

城原川における水利用の計画（かんがい用水）

城原川の利水計画では、かんがい期で平均毎秒２．０トン程度、非かんがい
期で平均毎秒０．２トン程度のかんがい用水が利用される計画となっている



流量調査結果（城原川の水利用量推定：全川）

※毎月１～３回実施。S51年～S57年はデータ数１１５、H10年～H15年はデータ数４８
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S51～S57年（11月～4月）

H11～H16年（11月～4月）

かんがい期 非かんがい期

かんがい期では、城原川の自流が毎秒２トン程度までは全て取水されており、
流量が多い時にはさらに一定率の取水が上乗せされている。
非かんがい期では城原川の自流が毎秒１．５トン程度までは全て取水されて
おり、近年になって取水量が増加している。

（トン／毎秒） （トン／毎秒）

３

毎秒２．０トン程度 毎秒１．５トン程度



流量調査結果（城原川の水利用量推定：上流区間）

かんがい期では、城原川の自流が毎秒１．５トン程度までは全て取水されている。
非かんがい期では城原川の自流が毎秒１トン程度取水されている。
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かんがい期 非かんがい期

４※毎月１～３回実施。S51年～S57年はデータ数１１５、H10年～H15年はデータ数４８

毎秒１．５トン程度 毎秒１．０トン程度

（トン／毎秒） （トン／毎秒）



城原川における水利用の計画（かんがい用水）と実態
①城原川の自流が増加すると取水量も増加している。

②非かんがい期においては、かんがい計画と比べて多くの水が取水さ
れている。

③近年において、非かんがい期の取水量が増加傾向にある。

非かんがい期かんがい期

仁比山地点

日出来橋地点

お茶屋堰地点

左右岸全川合計

平均毎秒２．０トン程度

毎秒約１．５トン

｛固定堰８箇所｝

固定堰２箇所
草堰１３箇所

筑
後
川
↓

城
原
川
↓

毎秒約０．５トン＋α

合口地点

【 計 画 】 【 実 態 】

仁比山地点

日出来橋地点

お茶屋堰地点

｛固定堰８箇所｝

固定堰２箇所
草堰１３箇所

ほとんど取水
されていない

筑
後
川
↓

城
原
川
↓

（Ｓ５０年代） （Ｈ１０年以降）

左右岸全川合計

平均毎秒０．２トン程度

毎秒約１．０トン＋α

毎秒約０．５トン＋α

【 実 態 】

合口地点

毎秒約１．０トン

【 計 画 】

５



城原川における水利用実態の傾向（かんがい用水）
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

かんがい期は、毎秒２．０トン
＋α程度の取水がされてい
る

非かんがい期は、毎秒
約１．５トン＋α程度の
取水がされている

城原川の自然流量（Ｓ３５年）

近年の取水傾向からみた
想定取水量

（トン／毎秒）

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

近年の取水傾向から、Ｓ３５年の自然流量と照らし合わせてみると、城原川の
お茶屋堰下流の水量（流量）は極めて少ない。

流量調査結果から推定した水利用傾向図（昭和３５年）

※このデータは取水の傾向を表したもので、かんがい計画に基づき必要量を算出したものではない。 ６



城原川の水利用状況について
（地元聞き取り調査結果）

上流 下流
大井手堰
左岸
（神埼町）

三千石堰
右岸
（神埼町）

鶴西堰
左岸
（神埼町）

姉川樋管
右岸
（神埼町）

お茶屋堰
右岸
（千代田町）

城原川の自流につ
いて

昔と変わらない 昔と変わらない 昔と変わらない

－

昔と比べ減った

取水口の管理につ
いて

期別に操作して
調整

期別に操作して
調整

常時開放 期別に操作して
調整

常時開放
（幹線水路が出来
る前は操作管理
していた）

堰の構造について 変わらない
（石堰）

変わらない
（石堰）

Ｈ６年は石積み等
を上げたが、今は
元のまま

－

草堰に石を積ん
だりビニールを被
せている

農地への灌水方法 直接農地 直接農地 直接農地 幹線水路からポ
ンプにより農地へ
灌水

幹線水路からポ
ンプにより農地へ
灌水

その他の水の
必要性

水車（観光）
防火用水
水路維持
環境維持

防火用水
水路維持
環境維持

ハウス園芸
生活用水
（洗濯、庭木）
環境維持

防火用水
環境維持

防火用水
環境維持

７



城原川における水利用量が多い理由

生活用水（洗濯、庭木用水等）としての利用水車など環境用水としての利用

平常時の水路の流水を確保防火用水としての利用 ８



○住民意見の反映方法（案）○住民意見の反映方法（案）
第７回 委員会

資料－４

※主催：河川管理者（国土交通省、佐賀県）

第一段階：委員会での議論内容等の情報提供を主目的とした住民説明会

①開催時期：７月中

②対象：流域住民（城原川と最も関連がある脊振村、神埼町、千代田町)

③開催場所、時間については、関連町村と協議し、主催者で決定。

ただし、説明資料、具体的進め方、意見の聴き方等については

次回委員会に諮った上で決定。

④周知：県民だより、町報、村報に掲載

第二段階：委員会での論点についての流域懇談会

第一段階の住民説明会の状況を踏まえ、８月以降開催

具体的内容は次回以降の委員会に諮る



第７回 委員会

資料－５

○次回委員会について（案）

日時：平成16年7月2日（金）午後1時半～5時

場所：はがくれ荘（佐賀市）

tel 0952-25-2212


	†i”‚Š¿4†j‘ZŒ¯‹Ó„©ŁûŒ@.pdf
	○住民意見の反映方法（案）




